








































































































光輝く高齢者未来計画2024 自己評価シート【フェイスシート】

令和8年3月26日
令和7年度第3回介護保険運営協議会資料

報告事項(1)-2

基本目標 ３

基本施策 ３－１

指標

担当部署

＜現状と課題＞

＜具体的な取り組み＞

＜目標（事業内容、指標等）＞

＜評価方法＞

　◎時点

　◎評価方法

いつまでも元気に暮らせる健康づくり

成人期から取り組む健康づくり

　□ 中間評価あり
　■ 実績評価のみ

　・特定健康診査受診率

（２）健康診査とがん検診の実施（①－１健康診査_特定健康診査受診率）

　高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、習志野市国民健康保険の被保険者である４０歳～７４
歳の人に対し、「特定健康診査・特定保健指導」を実施するとともに、後期高齢者医療の被保険者で
ある７５歳以上の人については、千葉県後期高齢者医療広域連合より委託を受け、「後期高齢者健康
診査」を実施しています。４０歳以上の医療保険に加入していない人に対しては、「一般健康診査」
を実施しています。このうち、特定健康診査の未受診者に対しては、受診勧奨を実施しています。
　健康診査については、現在、集団健診を導入しており、休日に受診を希望する人が多いことから休
日に実施しています。また、がん検診との同日実施日も設け、健診が受けやすいようにしています。
このような工夫により、年々、受診希望者が増加しており、受診枠を増やして希望者全員が受診でき
るよう体制を整えています。
　この他、特定保健指導対象者以外の人に対し、個別保健事業として、高血圧の受診勧奨、糖尿病発
症予防及び重症化予防健康相談、慢性腎不全予防健康相談を実施しています。
　一方、歯科健康診査については、成人期から高齢期を通した歯科健康診査の体制を令和４（２０２
２）年度に強化し、定期的な口腔管理ができるよう努めています。
　高齢期においても健康を維持し食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失予防、オーラルフレイル
予防を目的とした成人歯科健康診査を実施しています。
　健康づくりのため、自身の体や歯の健康状態を知ることは重要であり、生活習慣病の早期発見、重
症化予防を推進するためにも健康診査の受診率の向上が課題となっています。

　特定健康診査集団健診を休日中心に実施し、受診しやすい体制づくりに努めるとともに、未受診者
に対しては、受診の意義等を周知し、受診率向上に努めます。
　また、成人高齢者歯科健康診査を通して、定期的な歯科受診やオーラルフレイル予防につなげ「何
でもかんで食べることができる」口腔状態を保てるよう、成人高齢者歯科健康診査の受診率向上に努
めます。

　健康支援課

特定健康診査の受診状況（各年度末時点） 

 令和２ 
（2020）年度 

令和３ 
（2021）年度 

令和４ 
（2022）年度 

特定健康診査受診率（％） 31.1 32.2 ３７．９ 

 

特定健康診査  受診率（国民健康保険データヘルス計画） 

 令和６ 
（2024）年度 

令和７ 
（2025）年度 

令和８ 
（2026）年度 

特定健康診査受診率（％） ３９.0 ３９．５ ４０．０ 
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